
 聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２７年３月１３日 

                      聖籠町長 渡邊 廣吉 

聖籠町条例第１３号 

聖籠町介護保険条例の一部を改正する条例 

聖籠町介護保険条例（平成１２年聖籠町条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

第７条中「平成２４年度から平成２６年度までの」を「平成２７年度から平

成２９年度までの」に改め、同条第１号中「３４，０８０円」を「３８，４０

０円」に改め、同条第２号中「３４，０８０円」を「５７，６００円」に改め、

同条第３号中「５１，１２０円」を「５７，６００円」に改め、同条第４号中

「６８，１６０円」を「６９，１２０円」に改め、同条第５号中「８５，２０

０円」を「７６，８００円」に改め、同条第６号中「１０２，２４０円」を「９

２，１６０円」に改め、同条に次の３号を加える。 

（７） 令第３８条第１項第７号に掲げる者 ９９，８４０円 

（８） 令第３８条第１項第８号に掲げる者 １１５，２００円 

（９） 令第３８条第１項第９号に掲げる者 １３０，５６０円 

附則に次の１条を加える。 

（介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置） 

第８条 法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事

業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円

滑な実施を図るため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行

わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。 

２ 法第１１５条の４５第２項第４号に掲げる事業については、その円滑な実

施を図るため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行わず、

町長が定める日の翌日から行うものとする。 

３ 法第１１５条の４５第２項第５号に掲げる事業については、その事業の実

施に必要な準備のため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は

行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。 

４ 法第１１５条の４５第２項第６号に掲げる事業については、その円滑な実



施を図るため、平成２７年４月１日から町長が定める日までの間は行わず、

町長が定める日の翌日から行うものとする。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の聖籠町介護保険条例第７条の規定は、平成２７年度分の保険料か

ら適用し、平成２６年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例に

よる。 

 

 

 


